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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが作成した情報から取得された第１の医学的な情報と医用情報に対するコンピュ
ータ処理により得られた第２の医学的な情報との差異を検出する検出手段と、
　第１の医学的な情報に含まれる病変名と第２の医学的な情報に含まれる病変名との組み
合わせに応じた表示形態で前記差異を表示部に表示させる制御手段と、
を備えることを特徴とする診断支援装置。
【請求項２】
　第１の医学的な情報に含まれる病変名と第２の医学的な情報に含まれる病変名との組み
合わせに応じて重要度を決定する決定手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記決定手段により決定された重要度に応じた表示形態で前記差異を
前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１に記載の診断支援装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記重要度が所定の閾値以上の場合に前記差異を前記表示部に表示さ
せ、前記重要度が所定の閾値未満の場合に前記差異を前記表示部に表示させないことを特
徴とする請求項２に記載の診断支援装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記差異を前記決定手段で決定された重要度に応じた文字の表示態様
で前記表示部に表示させることを特徴とする請求項２または３に記載の診断支援装置。
【請求項５】
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　前記文字の表示態様は、文字の大きさ、字体、文字の色、文字の背景色、ポップアップ
表示の形態の少なくともいずれかであることを特徴とする請求項４に記載の診断支援装置
。
【請求項６】
　前記病変名の組み合わせと重要度とを対応付けたテーブルを更に備え、
　前記決定手段は、前記テーブルを用いて前記重要度を決定することを特徴とする請求項
２乃至５のいずれか１項に記載の診断支援装置。
【請求項７】
　前記決定手段は、前記第１の医学的な情報に含まれる病変名が前記第２の医学的な情報
に含まれる病変名よりも生命に与える影響が小さい場合には重要度を高くすることを特徴
とする請求項２乃至５のいずれか１項に記載の診断支援装置。
【請求項８】
　前記医用情報は画像であることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の診
断支援装置。
【請求項９】
　ユーザが作成した情報から取得された第１の医学的な情報と医用情報に対するコンピュ
ータ処理により得られた第２の医学的な情報との差異を検出する検出工程と、
　第１の医学的な情報に含まれる病変名と第２の医学的な情報に含まれる病変名との組み
合わせに応じた表示形態で前記差異を表示部に表示させる制御工程と、
を備えることを特徴とする制御方法。
【請求項１０】
　コンピュータを、請求項１乃至８のいずれか１項に記載された診断支援装置の各手段と
して機能させるためのコンピュータプログラム。
【請求項１１】
　請求項１０記載のコンピュータプログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ読
み取り可能な記憶媒体。
【請求項１２】
　ユーザが作成した情報から取得された第１の医学的な情報と医用情報に対するコンピュ
ータ処理により得られた第２の医学的な情報との差異を検出する検出手段と、
　第１の医学的な情報に含まれる病変名および第２の医学的な情報に含まれる病変名に応
じた表示形態で前記差異を表示部に表示させる制御手段と、
を備えることを特徴とする診断支援装置。
【請求項１３】
　ユーザが作成した情報から取得された第１の医学的な情報と医用情報に対するコンピュ
ータ処理により得られた第２の医学的な情報との差異を検出する検出工程と、
　第１の医学的な情報に含まれる病変名および第２の医学的な情報に含まれる病変名に応
じた表示形態で前記差異を表示部に表示させる制御工程と、
を備えることを特徴とする制御方法。
【請求項１４】
　コンピュータを、請求項１２に記載された診断支援装置の各手段として機能させるため
のコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　請求項１４記載のコンピュータプログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ読
み取り可能な記憶媒体。
【請求項１６】
　ユーザが作成した情報から取得された第１の医学的な情報と医用情報に対するコンピュ
ータ処理により得られた第２の医学的な情報とにおける病変の大きさの差異を検出する検
出手段と、
　前記差異の大きさに応じた表示形態で前記差異を表示部に表示させる制御手段と、
を備えることを特徴とする診断支援装置。
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【請求項１７】
　コンピュータを、請求項１６に記載された診断支援装置の各手段として機能させるため
のコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　請求項１７記載のコンピュータプログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ読
み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医用画像等の医用検査データに対する医師の所見やコンピュータによる分析
などの複数の診断支援情報を比較対照して、医師の医用検査データの診断効率向上に利用
できる医用診断支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療の分野においては、患者を撮影した医用画像のデジタル化が実現されている。この
種の医用画像データは、
・ＣＲ（Computed Radiography）装置、
・ＣＴ（Computed Tomography）装置、
・ＭＲＩ（Magnetic Resonance Imaging）装置、
・超音波装置（ＵＳ；Ultrasound System）等により生成される。診断時には、生成され
た医用画像データがモニタに表示され、このモニタ表示された医用画像をユーザである医
師が読影して、病変部の状態や経時変化を観察している。
【０００３】
　このような医師の読影に対する負担軽減を目的として、コンピュータ支援診断装置（Ｃ
ＡＤ；Computer-Aided Diagnosis）と呼ばれる医用画像処理装置が開発されている。医用
画像処理装置は、上記医用画像データを画像解析することにより、自動的に病変部を異常
陰影候補として検出する。この異常陰影検出処理は、放射線画像を表す画像データに基づ
いて、癌等を表す異常な腫留陰影や高濃度の微小石灰化陰影等の異常陰影候補を電子計算
機を用いて検出する処理である。これにより、医師の読影に対する負荷を軽減し、また読
影結果の精度を向上させることができる。
【０００４】
　通常、このようなＣＡＤを実際の臨床現場で用いる場合には、まず医師による読影が行
われ、その後に医師はＣＡＤが出力した診断支援情報を参照し、自らが読影した結果との
比較を行う。この作業では、具体的には、医師が、自らが書いた読影結果の読影レポート
とＣＡＤの算出した診断支援情報との所見情報の対応付けを行い、見落としや誤検出、所
見の違いなどを見つける。このとき、医師によって作成された読影レポートとＣＡＤの算
出した診断支援情報とを自動的に比較して差異を提示することで、医師の作業負担を軽減
することができる（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３０８５７２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、読影レポートとＣＡＤの算出した診断支援情報の差分には、診断に関する医学
的に重要な差異と、読影レポート上での言葉の言い回しや説明の詳細度など医学的に重要
でない差異とがある。特許文献１では、これらの医学的な重要度の違いを考慮していない
ため、医師に対して医学的に重要でない差分の検出結果も提示してしまい、結果的に医師
を煩わせてしまうおそれがあった。また医学的に重要な差異情報が他の情報に埋もれてし
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まい、ＣＡＤの診断支援情報を効果的に医師に提示できなくなるおそれもあった。
【０００７】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、ユーザである医師等による読影結
果と、ＣＡＤによる診断支援情報との比較結果の好適な表示を提供することにより、医師
等による読影作業の効率を向上することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための本発明の一態様による診断支援装置は以下の構成を備える。
すなわち、
　ユーザが作成した情報から取得された第１の医学的な情報と医用情報に対するコンピュ
ータ処理により得られた第２の医学的な情報との差異を検出する検出手段と、
　第１の医学的な情報に含まれる病変名と第２の医学的な情報に含まれる病変名との組み
合わせに応じた表示形態で前記差異を表示部に表示させる制御手段と、を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ユーザである医師等による読影結果と、ＣＡＤによる診断支援情報と
の比較結果の好適な表示を提供することが可能となり、医師等による読影作業の効率を向
上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態に係る医用診断支援装置の機器構成例を示すブロック図である。
【図２】第１実施形態に係る医用診断支援装置１の機能構成例を示す機能ブロック図であ
る。
【図３】第１実施形態に係る医用診断支援装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】読影レポート解析部１１の処理を説明する図である。
【図５】差分検出部１４の処理を説明する図である。
【図６】差分検出部１４の処理を説明する図である。
【図７】差分検出部１４の処理を説明する図である。
【図８】用語重要度辞書１５０における重要度ランク情報のデータ構成例を示す図である
。
【図９】差分提示部による処理結果の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面に従って本発明に係る医用診断支援装置及び方法の好ましい実施の形態
について詳説する。ただし、本発明の範囲は以下の実施形態による例示に限定されるもの
ではない。
【００１２】
　［第１実施形態］
　｛ハードウェア構成｝
　まず第１実施形態の、医用検査データに基づく医師の診断を支援する医用診断支援装置
の構成を説明する。図１は、第１実施形態に係る機器の構成例を示すブロック図である。
図１の医用診断支援装置１は、中央処理装置（ＣＰＵ）１００、主メモリ１０１、磁気デ
ィスク１０２、表示メモリ１０３、モニタ１０４、マウス１０５、キーボード１０６を有
する。
【００１３】
　また図１に示すように、医用診断支援装置１は、例えばＸ線ＣＴ装置、ＭＲ装置、ＵＳ
装置、Ｘ線装置、核医学装置など、被検体の画像を撮影可能な医用画像撮影装置２と接続
されていても良い。また医用診断支援装置１は、医用画像撮影装置２により撮影された医
用画像や、診断支援処理に必要な情報等を含む医用検査データを格納するデータベース３
に接続されていても良い。また図１に示すように、これらの装置はローカル・エリア・ネ
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ットワーク（ＬＡＮ）４等のネットワークを介して互いに接続されていても良いし、専用
のインターフェースにより直接に接続されていても良い。
【００１４】
　ＣＰＵ１００は、主として医用診断支援装置１の各構成要素の動作を制御する。主メモ
リ１０１は、ＣＰＵ１００によって実行される制御プログラムを格納したり、ＣＰＵ１０
０がプログラムを実行する時の作業領域を提供したりする。磁気ディスク１０２は、オペ
レーティングシステム（ＯＳ）、周辺機器のデバイスドライブ、後述する診断支援処理等
を行うためのプログラムを含む各種アプリケーションソフト等を格納する。表示メモリ１
０３は、モニタ１０４のための表示用データを一時記憶する。モニタ１０４は、例えばＣ
ＲＴモニタや液晶モニタ等であり、表示メモリ１０３からのデータに基づいて画像を表示
する。マウス１０５及びキーボード１０６はユーザによるポインティング入力及び文字等
の入力をそれぞれ行う。上記各構成要素は共通バス１０７により互いに接続される。
【００１５】
　本実施形態において、医用診断支援装置１は、ＬＡＮ４を介してデータベース３から医
用画像等を読み出すものとする。但し、これに限られるものではなく、医用診断支援装置
１に記憶装置、例えばＦＤＤ、ＣＤ－ＲＷドライブ、ＭＯドライブ、ＺＩＰドライブ等を
接続し、それらのドライブから医用画像等を読み込んでも良い。また、ＬＡＮ４を経由し
て医用画像撮影装置２から直接医用画像等を取得してもよい。
【００１６】
　｛機能構成｝
　次に図２により、本実施形態による医用診断支援装置１の機能構成を説明する。図２は
本実施形態における医用診断支援装置１の機能ブロック図である。図２に示すとおり、医
用診断支援装置１は、読影レポート入力部１０、読影レポート解析部１１、医用検査デー
タ入力部１２、診断支援情報生成部１３、差分検出部１４、医学的重要度算出部１５、差
分提示部１６を備えて構成される。以上の各部は、医用診断支援装置１のＣＰＵ１００が
主メモリ１０１に格納されたコンピュータプログラムを実行し、医用診断支援装置１が有
するハードウェアと協働することにより実現される。以下、各機能部について説明する。
【００１７】
　＜読影レポート入力部１０＞
　読影レポート入力部１０は、医用検査データに基づいてユーザであるところの医師が読
影した結果である読影レポート情報を医用診断支援装置１に入力する。
【００１８】
　・記憶媒体・ネットワークを介しての入力
　例えば、読影レポート入力部１０は、読影を行った医師により作成された読影レポート
情報を記録したデータベースから、ネットワークを介してデータを受信可能な構成とする
ことができる。また医用診断支援装置１に接続された記憶装置、例えばＦＤＤ、ＣＤ－Ｒ
Ｗドライブ、ＭＯドライブ、ＺＩＰドライブ等の各種記憶媒体からデータを読み取り可能
な構成にしてもよい。
【００１９】
　・コンピュータ自由文入力
　また、読影レポート入力部１０は、キーボードやマウスなどにより、読影を行った医師
がコンピュータに読影結果としての読影レポート情報を直接入力可能な構成にしても良い
。
【００２０】
　・定型フォーマット
　また、読影レポート入力部１０は、定型フォーマットと、そのフォーマット内の各項目
に記入する内容の選択肢を予め用意し、読影を行った医師がその選択肢から選択すること
で、読影レポートが生成される構成にしてもよい。
【００２１】
　・光学文字認識（ＯＣＲ；Optical Character Recognition）
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　読影レポート入力部１０は、ペーパースキャナ等の紙面読み取り装置と、光学文字認識
装置を接続した構成としても良い。この構成によれば、読影を行った医師による手書きの
文章をスキャナで読み取り、ＯＣＲ処理を施すことによりコンピュータが編集できる形式
の読影レポート情報が生成される。
【００２２】
　＜読影レポート解析部１１＞
　読影レポート解析部１１は、読影レポート入力部１０により入力された医師による読影
結果としての読影レポート情報を解析し、医学的な意味を解析する。
【００２３】
　例えば、読影レポート解析部１１は、図２に示すように、形態素解析部１１０、クラス
特定部１１２、意味特定部１１４を備えるとともに、構造化用辞書１１１と医用シソーラ
ス辞書１１３とを保持する。
【００２４】
　まず、形態素解析部１１０は、読影レポート入力部１０より入力された、自然文で記述
された読影レポート情報を単語（形態素）に分割する。構造化用辞書１１１は、医療に関
する単語とそのクラスが登録された辞書である。構造化用辞書１１１に登録されるクラス
の種類は制限されないが、例えば「部位」、「症状」、「病名」等を適宜登録可能である
。クラス特定部１１２は、構造化用辞書１１１を参照して、形態素解析部１１０により得
られた各単語のクラスを特定し、読影レポート情報の構造化データを生成する。構造化デ
ータは、「部位」、「症状」、「病名」等の医療に関する属性を有する要素を含む構造化
されたデータとなっている。
【００２５】
　医用シソーラス辞書１１３では、医療に関する単語間の関係の情報を記述したオントロ
ジにより、概念の上下関係に基づいて単語が体系化されている。すなわち、医用シソーラ
ス辞書１１３では、概念的に上位の単語（上位語）が階層構造上で上位に位置し、概念的
に下位の単語（下位語）が階層構造上で下位に位置するように、単語が階層的に整理され
ている。意味特定部１１４は、医用シソーラス辞書１１３を参照して、読影レポートの構
造化データに含まれる「部位」という属性を有する要素の内容（単語）の階層位置を表現
するシソーラスコードを決定する。これらの構成を用いた具体的な処理の内容は後に詳述
する。
【００２６】
　また、読影レポート入力部１０が選択肢から単語を選んで入力する別の構成の場合、形
態素解析が不要となる。この場合、読影レポート解析部１１は、読影レポート入力部１０
にあらかじめ選択肢として用意した単語に関するシソーラス辞書と、その辞書との照合を
行う手段との接続で構成することもできる。
【００２７】
　＜医用検査データ入力部１２＞
　医用検査データ入力部１２は、医用検査データを医用診断支援装置１に入力する。
【００２８】
　・ＬＡＮ、ＣＤ－ＲＯＭ等と接続する例
　医用検査データ入力部１２は、撮影された医用画像データを保存するデータベースから
ＬＡＮを介してデータを受信可能な構成を有する。また、医用検査データ入力部１２は、
医用診断支援装置１に接続された記憶装置、例えばＦＤＤ、ＣＤ－ＲＷドライブ、ＭＯド
ライブ、ＺＩＰドライブ等の各種記憶媒体から医用画像データを読み取り可能な構成であ
っても良い。
【００２９】
　・撮影機器と接続する例
　また、医用検査データ入力部１２は、例えばＸ線ＣＴ装置、ＭＲ装置、ＵＳ装置、Ｘ線
装置、核医学装置など、被検体の画像を撮影可能な医用画像撮影装置と接続可能な構成と
し、これらの機器から医用画像データを直接入力できる構成であっても良い。
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【００３０】
　・カルテ情報も扱う例
　また、医用検査データ入力部１２は、医用画像データの入力に限定されず、過去や現在
の読影レポート、及び診断支援処理に必要な情報等を含む医用検査データの入力が可能な
構成であっても良い。その場合、これらのデータをユーザによる直接入力が可能な構成で
あっても良いし、情報が記録されたＦＤＤ、ＣＤ－ＲＷドライブ、ＭＯドライブ、ＺＩＰ
ドライブ等の各種記憶媒体から読み取り可能な構成であっても良い。またこれらのデータ
を記録するデータベースとＬＡＮを介して接続し、受信可能な構成であってもよい。
【００３１】
　＜診断支援情報生成部１３＞
　診断支援情報生成部１３は、医用検査データ入力部１２により入力された医用検査デー
タに基づいて被検査者に関する医学的な診断支援情報を生成する。診断支援情報生成部１
３に関する具体的な処理の内容は後に詳述する。
【００３２】
　＜差分検出部１４＞
　差分検出部１４は、読影レポート解析部１１による解析で抽出された医師による読影結
果の医学的な意味と、診断支援情報生成部１３によって生成された診断支援情報との差分
を検出する。
【００３３】
　＜医学的重要度算出部１５＞
　医学的重要度算出部１５は、差分検出部１４で検出された医師による読影結果と診断支
援情報との差分に関して、その医学的な重要度を算出する。
【００３４】
　例えば、医学的重要度算出部１５は、図２に示すように用語重要度辞書１５０および、
照合部１５１で構成されており、差分検出部１４で検出された差分の内容に応じて医学的
重要度を求めることができる。このとき、医学的重要度算出部１５は、読影レポート解析
部１１及び診断支援情報生成部１３と接続し、それらの処理結果にも基づいて医学的な重
要度を算出する構成としてもよい。用語重要度辞書１５０は読影レポートに記述されてい
る単語に対して、その単語の医学的な重要度合いを定義したデータを持つ。また照合部１
５１は、用語重要度辞書１５０の中から、差分検出部１４で検出された差分情報と一致す
る単語を照合・検索し、その重要度を判定する。これらの機能構成を用いた具体的な処理
の内容は後に詳述する。
【００３５】
　＜差分提示部１６＞
　差分提示部１６は、読影レポート入力部１０によって入力された医師による読影結果の
上に、差分検出部１４で検出した差分情報を、医学的重要度算出部１５で算出した医学的
重要度に応じて表示形態を変えてモニタ１０４上へ提示する。
【００３６】
　｛処理説明｝
　次に、図３のフローチャートを参照して、本実施形態の医用診断支援装置１により実行
される具体的な処理の手順を説明する。
【００３７】
　（ステップＳ１）
　読影レポート入力部１０は、読影を行った医師により書かれた読影レポート（読影レポ
ート情報）を入力する。
【００３８】
　（ステップＳ２）
　次に、読影レポート解析部１１は、ステップＳ１で入力された読影レポート情報を解析
し、その読影レポート情報に含まれる医学的な意味を抽出する。ステップＳ２の処理の具
体例を、図４を用いて説明する。図４において、医師が書いた読影レポート情報２００は
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ステップＳ１で入力された読影レポート情報の例である。ここでは医師が自由文として記
入した読影レポート情報を例として示している。読影レポート解析部１１は、まず、医師
が書いた読影レポート情報２００に対して形態素解析を行うことにより、単語を単位とし
た分解を行い、単語分解結果情報２０１を得る。次に、読影レポート解析部１１は、単語
分解結果情報２０１の各単語に対して、構造化用辞書１１１との照合を行うことで、各単
語が「部位」、「症状」、「病名」などのクラスのどれに相当するのかを特定する。次に
、読影レポート解析部１１は、クラスが特定された各単語に関して、その単語が意味する
内容を医用シソーラス辞書との照合を行うことで特定し、項目化された医学的意味情報を
含む解析結果情報２０２を生成する。このように、ステップＳ２では、ユーザである医師
等が作成した読影レポート情報を解析して、読影レポート情報から抽出された医学的な情
報を項目と対応付けた解析結果情報が生成される。
【００３９】
　（ステップＳ３）
　医用検査データ入力部１２は、医用画像データを含む医用検査データを入力する。
【００４０】
　（ステップＳ４）
　診断支援情報生成部１３は、ステップＳ３で入力された医用検査データに基づいて、被
検査者に対して疑われる医学的診断の情報を生成する。すなわち、医用検査データのコン
ピュータ処理により、診断支援情報が生成される。
【００４１】
　・医用画像データのみを扱うＣＡＤ
　このとき、診断支援情報生成部１３は、ステップＳ３で入力された医用検査データに医
用画像データが含まれる場合は、まずその医用画像データ内の画像特徴によって病変の候
補を検出する画像処理を行う。次に、検出された病変の候補に対して、その真偽や病変種
別を判別する判別処理を行い、その結果に基づいて医用検査データに対する診断支援情報
を生成する。なお、医用画像データを含む医用検査データから診断支援情報を生成する処
理は周知であるので、詳細な説明は省略する。
【００４２】
　・医用画像データ以外の情報も扱うＣＡＤ
　また、診断支援情報生成部１３の処理対象は、医用画像データに限定されず、例えば被
検査者に関する過去の読影レポートやカルテ、及び診断支援処理に利用できる他の情報等
を含む医用検査データなども処理の対象とすることができる。この場合、被検査者の画像
情報以外の医用検査データに基づいた医学的診断支援情報を生成することができる。なお
、医用画像データを含む医用検査データから診断支援情報を生成する処理は周知であるの
で、詳細な説明は省略する。
【００４３】
　（ステップＳ５）
　差分検出部１４は、ステップＳ２で医師による読影結果である読影レポート情報から抽
出、生成されたの解析結果情報２０２と、ステップＳ４で生成された診断支援情報との差
分を検出する。
【００４４】
　ステップＳ５の処理の具体例を、図５を用いて説明する。図５において読影レポートの
解析結果情報３００は、ステップＳ２において読影レポート解析部１１が生成した、読影
レポートの医学的意味を表す、解析結果情報２０２に対応する。診断支援情報３０１は、
ステップＳ４で診断支援情報生成部１３が生成した診断支援情報である。読影レポートの
解析結果情報３００と診断支援情報３０１とは、それぞれ項目化された医学的に有意味な
情報により構成されている。したがって、差分検出部１４は、それらの情報を項目毎に比
較することにより、差分検出結果情報３０２に示すように、各項目毎に差分の有無とその
内容を検出する。こうして、医用検査データのコンピュータ処理により得られた医学的な
情報を項目と対応付けた診断支援情報と、読影レポート情報の解析により得られた解析結
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果情報との比較により、項目毎の差分が検出される。
【００４５】
　また、ステップＳ２で抽出された医師による読影結果の情報または／およびステップＳ
４で生成された診断支援情報が複数の所見情報を含む場合の、ステップＳ５における処理
の具体例を図６を用いて説明する。
【００４６】
　図６において読影レポートの解析結果情報４００はステップＳ２において読影レポート
解析部１１が生成した読影レポートの解析結果情報２０２に対応する。診断支援情報４０
１および診断支援情報４０２は、ステップＳ４で診断支援情報生成部１３が生成した、互
いに異なる部位に関する複数の診断支援情報である。
【００４７】
　差分の検出を行うにあたり、まず読影レポートの解析結果情報４００と対応する所見が
診断支援情報４０１および診断支援情報４０２に存在するかどうかを調べる。ここでは例
として「部位」情報に基づいて所見の対応を調べる方法について説明する。読影レポート
の解析結果情報４００には「部位」の情報として「右下葉」が抽出されている。一方、診
断支援情報４０１および診断支援情報４０２には「右下葉（S1）」および「左下葉（S2）
」が得られている。これらの部位情報から、読影レポートの解析結果情報４００と対応す
るのは、「部位」の項目の情報が共通している診断支援情報４０１であると判断される。
次に、差分検出部１４は、対応付けられた所見情報同士（本例では、解析結果情報４００
と診断支援情報４０１）を先述と同様の方法で比較し、差分検出結果情報４０３を得る。
差分検出結果情報４０３は両者の所見情報に差分が無いことが検出結果から得られた場合
の例を示している。また、読影レポートの解析結果情報４００との対応が取れなかった診
断支援情報４０２に関しては、その情報全てが差分情報となるため、差分検出結果情報４
０４のように診断支援情報４０２の情報全てを差分として含む差分情報が検出されること
になる。なお、解析結果情報４００において寸法が「１５ｍｍ」であるのに対して、診断
支援情報４０１では寸法が「１５．３ｍｍ」となっている。しかしながら、コンピュータ
が算出する数値の精度（桁数）と読影医が記入する時の数値の精度（桁数）には違いがあ
るものの、意味していることが同等であると差分検出部１４が判断したため、差分無しと
判定されている。このように、精度の違いを吸収して差分を検出するようにしてもよい。
【００４８】
　（ステップＳ６）
　次に、医学的重要度算出部１５は、ステップＳ５によって検出された差分の有無を判別
する。差分がある場合にはステップＳ７へ進み、差分が無い場合は本処理を終了する。
【００４９】
　（ステップＳ７）
　医学的重要度算出部１５は、ステップＳ５で検出された医師による読影結果の解析結果
情報と診断支援情報との差分を示す差分検出情報に関して、その医学的な重要度を算出し
、決定する。すなわち、ステップＳ５で検出された項目毎の差分に対して、重要度が決定
される。
【００５０】
　ステップＳ７の具体的な処理内容について図７および図８を用いて詳しく説明する。ス
テップＳ７における医学的な重要度の算出には様々な手法が考えられるが、本実施形態で
は、病変名毎に、被検査者の生命の存続に対する関係性に従ってあらかじめ重要度のラン
クをつけておき、これを用いて重要度を決定する場合を例として説明する。
【００５１】
　図７に示すように読影レポートの解析結果情報５００、５０１がステップＳ２によって
得られ、診断支援情報５０２、５０３がステップＳ４によって得られた場合を考える。ま
た、ステップＳ５において、差分検出部１４が、
・部位情報に基づいて、解析結果情報５００と診断支援情報５０２が第１の対応する所見
、解析結果情報５０１と診断支援情報５０３が第２の対応する所見と判断し、
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・第１の対応する所見の差分検出結果情報５０４と第２の対応する所見の差分検出結果情
報５０５とを得たとする。
【００５２】
　ステップＳ７の処理を行う医学的重要度算出部１５を構成する用語重要度辞書１５０は
、例えば図８に示すような重要度ランク情報６００をあらかじめデータベースとして持っ
ている。図７に示した差分検出結果情報５０４は、読影レポートの解析結果情報５００と
診断支援情報５０２との差分検出結果情報であるから、この差分検出結果情報は「病変」
に関して「肺癌」と関係する。医学的重要度算出部１５は、重要度ランク情報６００との
照合により、「肺癌」の重要度ランクが「７」であると判定し、図７の差分検出結果情報
５０４の重要度ランクを「７」に設定する。一方、図７の差分検出結果情報５０５は、読
影レポートの解析結果情報５０１と診断支援情報５０３との差分検出結果情報であるから
、この差分検出結果情報は「病変」に関して「肺炎」と関係する。したがって、医学的重
要度算出部１５は、重要度ランク情報６００との照合により、「肺炎」の重要度ランクが
「１」であると判定し、図７の差分検出結果情報５０５の重要度ランクを「１」に設定す
る。
【００５３】
　（ステップＳ８）
　次に、差分提示部１６は、ステップＳ１で入力された医師による読影結果の上に、ステ
ップＳ５で検出した差分情報を、ステップＳ７で算出した医学的重要度に応じて表現を変
えて提示する。このとき、差分提示部１６は、例えばステップＳ７で算出した医学的重要
度があらかじめ設定した閾値よりも大きい場合にのみステップＳ１で入力された医師によ
る読影結果の上に、ステップＳ５で検出した差分情報を表示する処理を行うように構成さ
れ得る。この処理について図７乃至図９を用いて具体的に説明する。
【００５４】
　まず、ステップＳ７で算出した医学的重要度に基づいて処理を行うことを考える。ステ
ップＳ７の説明で述べたとおり、図７の差分検出結果情報５０４の重要度ランクは７、差
分検出結果情報５０５の重要度ランクは１と算出されている。この場合、差分提示部１６
は、例えば、医学的重要度ランクの閾値を５と設定した場合、医学的重要度ランクが５を
超える肺癌に関係する所見の差分だけを、図９の提示内容７００に示すように、ステップ
Ｓ１で入力された読影結果の表示とともに表示する。また、例えば医学的重要度ランクの
閾値が０に設定された場合は、差分提示部１６は、図９の提示内容７０１に示すように、
全ての差分情報をステップＳ１で入力された読影結果の表示とともに表示する。
【００５５】
　以上説明したように、第１実施形態の構成によれば、医師が記入した読影レポートとコ
ンピュータによって算出した診断支援情報との差異のうち医学的に重要なものを読影レポ
ート上に提示することが可能となる。このため、医学的に重要でない差分情報の提示によ
って医師を煩わすこと無く、医学的に重要な差分情報を提示できる。
【００５６】
　［第２実施形態］
　第１実施形態では、医学的重要度算出部１５の具体的な処理として、検出された差分情
報の内容によって医学的重要度を定義する処理を例として説明した。しかし、本発明の医
学的重要度算出部１５が行う処理はこれに限定されない。ここでは本発明における医学的
重要度算出部１５の他の実施形態のいくつかについて説明する。
【００５７】
　＜所属クラスによる医学的重要度の算出＞
　医学的重要度算出部１５は、差分検出部１４により検出された差分結果情報に対し、そ
の差分の情報が属するクラスによって定義するようにしてもよい。例えば、差分結果情報
に出現する単語の属するクラスを「部位」、「部位補足」、「症状」、「症状補足」、「
病名」、「検査・処置」のいずれかに分類する。そして、「部位」、「症状」、「病名」
に関する差分に対して医学的重要度を大きく、「部位補足」、「症状補足」、「検査・処



(11) JP 5501491 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

置」に関する差分に対して医学的重要度を小さくする。これにより、差分検出部１４が検
出した差分情報に対して、その差分情報が属する単語のクラスに応じて医学的重要度を算
出することができる。
【００５８】
　＜内容の差異の大きさによる医学的重要度の算出＞
　また、医学的重要度算出部１５は、差分検出部１４で検出された差分の大きさに応じて
医学的重要度を算出するようにしてもよい。例えば、「症状補足」のクラスに属する差分
として、肺結節の大きさの差分が検出された場合に、その大きさを示す数値情報の差に応
じて医学的重要度を算出することができる。このとき、例えば「１mm」と「２mm」との数
値の差分を、絶対値の差として「差分：１mm」とすることもできる。また、数値同士の大
きさの比として「差分：２倍」を算出し、それに対応した医学的重要度を算出することが
できる。
【００５９】
　また数値情報の差分以外にも、単語などのテキスト情報が持つ意味の上での違いの大き
さに応じて、医学的重要度を算出することもできる。この場合、例えば「肺気腫」と「慢
性気管支炎」とでは、どちらも閉塞性肺疾患の一種であるため、差分の医学的重要度は小
さいものと算出し、一方「肺気腫」と「肺癌」とでは種類の異なる病変であるため、差分
の医学的重要度を大きく算出することができる。これにより、医学的な意味の上での差分
の大きさに応じた、医学的重要度を算出することができる。なお、このような病名間の「
違い」の大きさは、予めテーブルとして登録されているものとする。
【００６０】
　＜差分内容の組み合わせによる医学的重要度の算出＞
　また、医学的重要度算出部１５は、差分検出部１４で検出された差分の内容の組み合わ
せに応じて医学的重要度を算出するようにしてもよい。例えば、医師が記入した読影レポ
ート上では被検査者の生命の存続に対する影響が軽微な病名が記入されていたにも関わら
ず、診断支援情報として重篤な病変名が書かれていた場合には医学的重要度を高くするこ
とができる。また、読影医が記入した読影とコンピュータが生成した診断支援情報に差分
があるものの、双方とも軽微な病変名が書かれていた場合には医学的重要度を低くするこ
とができる。
【００６１】
　＜対応所見の有無による医学的重要度の算出＞
　また、医学的重要度算出部１５は、差分検出部１４による検出結果から、診断支援情報
に対応する読影結果が読影レポート上に存在するか否かに応じて医学的重要度を算出する
ようにしてもよい。例えば、診断支援情報に対応する読影結果が存在しない場合に、その
診断支援情報に所定の重要度を付与する。或いは、クラス（項目）に応じて読影結果が存
在しない場合の重要度を予め設定しておき、診断支援情報に対応する読影結果が存在しな
い場合に、その単語が属するクラス（項目）に応じて上記設定された重要度を付与するよ
うにしてもよい。この場合、例えば読影レポートとの対応が取れない診断支援情報に対し
て、医学的重要度を高く算出し、医師による見落としを防止することができる。
【００６２】
　＜その他＞
　また、医学的重要度算出部１５を、上記した医学的重要度の算出に関する種々の算出方
法を組み合わせた方法で算出するように構成してもよい。例えば、差分検出の結果、差分
のある箇所の単語が属するクラスによって算出した医学的重要度と、差分箇所に記述され
た内容同士の差異の大きさによって算出した別の医学的重要度との両方を考慮した医学的
重要度を算出することができる。
【００６３】
　［第３実施形態］
　第１実施形態では、差分提示部１６の具体的な処理として、医学的重要度に応じて差分
情報の提示の有無を切り替える処理を例として説明した。しかし、本発明の差分提示部１
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６の処理はこれに限定されない。ここでは差分提示部１６の他の実施形態について説明す
る。
【００６４】
　＜表現の種類＞
　差分提示部１６は、読影レポート入力部１０により入力された読影レポート上に、差分
検出部１４で検出された差分情報を、医学的重要度算出部１５により算出された医学的重
要度に応じて表示態様を切り替えて提示するようにしてもよい。例えば医学的重要度によ
って、文字の大きさ、字体の種類、文字の色、文字の点滅状態、ポップアップ表示の利用
等、文字の表示態様を切り替えて提示することができる。また、変更する表示態様は文字
自体の表示態様に限られるものではなく、文字の背景色、ポップアップを促すアノテーシ
ョン表示などの他の表示態様を用いることもできる。これによりユーザは文字やその他の
表示態様の違いにより差分情報の重要度を認識することができる。
【００６５】
　＜差分無しの場合＞
　また、差分提示部１６は、差分検出部１４および医学的重要度算出部１５の処理結果に
基づいて、差分提示を行わない場合にも、「差分無し」またはこれと同様の意味を持つ文
字、記号などを提示するように構成してもよい。これにより、ユーザは差分の提示が行わ
れなかった場合にも、差分検出処理の結果として差分が無かったのか、システム自体が正
常に動作していなかったのか区別ができる。
【００６６】
　［他の実施形態］
　以上、実施形態を詳述したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラム
もしくは記憶媒体等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、複数の機器
から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適用して
も良い。
【００６７】
　尚、本発明は、ソフトウェアのプログラムをシステム或いは装置に直接或いは遠隔から
供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータが該供給されたプログラムコードを読み
出して実行することによって前述した実施形態の機能が達成される場合を含む。この場合
、供給されるプログラムは実施形態で図に示したフローチャートに対応したコンピュータ
プログラムである。
【００６８】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００６９】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【００７０】
　コンピュータプログラムを供給するためのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体として
は以下が挙げられる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不
揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などである。
【００７１】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、該ホームページから本発明のコンピュータプ
ログラムをハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることが挙げられる。この場合
、ダウンロードされるプログラムは、圧縮され自動インストール機能を含むファイルであ
ってもよい。また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに
分割し、それぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても
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実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラム
ファイルを複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれる
ものである。
【００７２】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布するという形態をとることもできる。この場合、所定の条件をクリアしたユーザに、
インターネットを介してホームページから暗号を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵
情報を使用して暗号化されたプログラムを実行し、プログラムをコンピュータにインスト
ールさせるようにもできる。
【００７３】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどとの協働で実施形態の機能が実現されてもよい。この場合、ＯＳなどが、実
際の処理の一部または全部を行ない、その処理によって前述した実施形態の機能が実現さ
れる。
【００７４】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれて前述
の実施形態の機能の一部或いは全てが実現されてもよい。この場合、機能拡張ボードや機
能拡張ユニットにプログラムが書き込まれた後、そのプログラムの指示に基づき、その機
能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行
なう。

【図１】 【図２】
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